
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

告
　

　

　

示

】

 
 

○
　

救

急

病

院

等

の

認

定

医

療

推

進

課

 
 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

 
 

の

更

新

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

 
 

の

辞

退

 
 

○
　

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

 
 

○
　

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

課

 

○
　

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃
 

 

出

 
 

○
　

優

良

図

書

の

推

奨

子

ど

も

家

庭

課

 
 

○
　

有

害

図

書

の

指

定

〃

 
 

○
　

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

 
 

○
　

漁

業

災

害

補

償

法

の

規

定

に

よ

る

同

意

の

成

立

水

産

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

 

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

 
 

の

完

了

 
 

○
　

〃

〃 

○
　

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了 岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
五
号 

 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
□
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
□
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救

急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
大
学
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
北
区
鹿
田
町
二―

五―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
労
災
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
南
区
築
港
緑
町
一―

一
〇―

二
五 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
市
立
市
民
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
表
町
三―

二
〇―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
済
生
会
総
合
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
北
区
国
体
町
二―

二
五 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 
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一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

川
崎
医
科
大
学
総
合
医
療
セ
ン
タ
□ 

 
２ 
所
在
地 

 
 

 
岡
山
市
北
区
中
山
下
二―

六―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

心
臓
病
セ
ン
タ
□
榊
原
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
北
区
中
井
町
二―

五―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

光
生
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
北
区
厚
生
町
三―

八―

三
五 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

総
合
病
院
岡
山
協
立
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
中
区
赤
坂
本
町
八―

一
〇 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
西
大
寺
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
東
区
金
岡
東
町
一―

一―

七
〇 
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二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

佐
藤
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
南
区
築
港
栄
町
二―

一
三 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

竜
操
整
形
外
科
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
中
区
藤
原
二
一―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
旭
東
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
中
区
倉
田
五
六
七―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
赤
十
字
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
北
区
青
江
二―

一―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 
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一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
市
久
米
南
町
組
合
立
国
民
健
康
保
険
福
渡
病
院 

 
２ 
所
在
地 

 
 

 
岡
山
市
北
区
建
部
町
福
渡
一
〇
〇
〇 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

瀬
戸
内
市
立
瀬
戸
内
市
民
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
五―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

赤
磐
医
師
会
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

赤
磐
市
下
市
一
八
七―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

備
前
市
国
民
健
康
保
険
市
立
備
前
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

備
前
市
伊
部
二
二
四
五 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

北
川
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

和
気
郡
和
気
町
和
気
二
七
七 
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二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

倉
敷
中
央
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
美
和
一―
一―
一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

倉
敷
第
一
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
老
松
町
五―

三―

一
〇 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

倉
敷
成
人
病
セ
ン
タ
□ 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
白
楽
町
二
五
〇 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

し
げ
い
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
幸
町
二―

三
〇 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 
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一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

水
島
中
央
病
院 

 
２ 
所
在
地 

 
 

 
倉
敷
市
水
島
青
葉
町
四―

五 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

水
島
第
一
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
神
田
二―

三―

三
三 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

倉
敷
紀
念
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
中
島
八
三
一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

玉
島
中
央
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
玉
島
阿
賀
崎
二―

一―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

倉
敷
市
立
市
民
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
児
島
駅
前
二―

三
九 
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二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

川
崎
医
科
大
学
附
属
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
松
島
五
七
七 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

プ
ラ
イ
ム
ホ
ス
ピ
タ
ル
玉
島 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
玉
島
七
五
〇―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

倉
敷
ス
イ
□
ト
ホ
ス
ピ
タ
ル 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
中
庄
三
五
四
二―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

玉
島
協
同
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
玉
島
柏
島
五
二
〇
九―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 
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一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

水
島
協
同
病
院 

 
２ 
所
在
地 

 
 

 
倉
敷
市
水
島
南
春
日
町
一―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

松
田
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
鶴
形
一―

三―

一
〇 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

ま
び
記
念
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

倉
敷
市
真
備
町
川
辺
二
〇
〇
〇―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

森
下
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

総
社
市
駅
前
一―

六―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

薬
師
寺
慈
恵
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

総
社
市
総
社
一―

一
七―

二
五 
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二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

金
光
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
〇 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

笠
岡
市
立
市
民
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八―

一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

笠
岡
第
一
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

笠
岡
中
央
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

笠
岡
市
笠
岡
五
一
〇
二―

一
四 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 
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一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

井
原
市
立
井
原
市
民
病
院 

 
２ 
所
在
地 

 
 

 
井
原
市
井
原
町
一
一
八
六 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

小
田
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

井
原
市
井
原
町
五
八
二 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

菅
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

井
原
市
井
原
町
一
二
四 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

高
梁
中
央
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

高
梁
市
南
町
五
三 
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二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

大
杉
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

高
梁
市
柿
木
町
二
四 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

高
梁
市
国
民
健
康
保
険
成
羽
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

高
梁
市
成
羽
町
下
原
三
〇
一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

勝
山
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

真
庭
市
本
郷
一
八
一
九 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

津
山
中
央
ま
に
わ
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

真
庭
市
勝
山
一
〇
七
〇 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 
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一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

総
合
病
院
落
合
病
院 

 
２ 
所
在
地 

 
 

 
真
庭
市
上
市
瀬
三
四
一 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

金
田
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

真
庭
市
西
原
六
三 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

芳
野
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
三
一
二 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

鏡
野
町
国
民
健
康
保
険
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

苫
田
郡
鏡
野
町
寺
元
三
六
五 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

田
尻
病
院 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

美
作
市
明
見
五
五
〇―

一 
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二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岩
藤
胃
腸
科
外
科
歯
科
ク
リ
ニ
□
ク 

 

２ 

所
在
地 

 
 

 

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
沖
三
四
三 

二 

認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

令
和
十
一
年
一
月
三
十
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
□ 

令
和
八
年
二
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

ウ
□
リ
ナ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

久
米
郡
美
咲
町
原
田
一
七
六
四―

二 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
七
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
八
年
二
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局 
新
見
高
尾
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
見
市
高
尾
七
八
九―

一 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

東
津
山
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
川
崎
一
一
三
五―

三 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
八
年
二
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

有
限
会
社
吉
松
屋
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
庭
市
久
世
二
八
一
三 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
九
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
□
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
□

そ
の
効
力
を
失
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

三―

□
二―
□
□
シ
ク
ロ
プ
ロ
ピ
ル
□
□
メ
チ
ル
□
ア
ミ
ノ
□
エ
チ
ル
□―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
□

ル―

四―

オ
□
ル
□
通
称
名
四
Ｈ
Ｏ―

Ｍ
ｃ
Ｐ
Ｔ
□
四
Ｏ
Ｈ―

Ｍ
ｃ
Ｐ
Ｔ
□
四―

ｈ
ｙ
ｄ
ｒ
ｏ
ｘ

ｙ 

Ｍ
ｃ
Ｐ
Ｔ
□
及
び
そ
の
塩
類 

２ 

二―
 
[

□
四―

イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
□
ニ
ル
□
メ
チ
ル]

 
―

五―

ニ
ト
ロ―

一―

□
二―

□
ピ

ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
□
エ
チ
ル
□―

一
Ｈ―

ベ
ン
ゾ
□
ｄ
□
イ
ミ
ダ
ゾ
□
ル
□
通
称
名
Ｎ―

Ｐ

ｙ
ｒ
ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｏ―

ｉ
ｓ
ｏ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
□
Ｉ
ｓ
ｏ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｐ

ｙ
ｎ
ｅ
□
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

二―

□
二―

[

□
二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

五―

イ
ル
□
メ
チ
ル]

 
―

五―

ニ
ト

ロ―

一
Ｈ―

ベ
ン
ゾ
□
ｄ
□
イ
ミ
ダ
ゾ
□
ル―
一―

イ
ル
□―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル
エ
タ
ン―

一

―

ア
ミ
ン
□
通
称
名
Ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｅ
ｎ
ｅ
ｏ
ｘ
ｙ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
□
Ｔ
ｅ
ｔ
ｒ
ａ
ｈ
ｙ
ｄ
ｒ

ｏ
ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
□
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
失
効
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め 

三 

失
効
年
月
日 

 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

こ
ば
と
び
ぜ
ん 

  

２  

所
在
地 

備
前
市
西
片
上
三
五 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

株
式
会
社
は
と
ぽ
□
ぽ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

備
前
市
香
登
本
九
五
六
番
地
一 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
一
一
〇
〇
一
〇
六 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
□
放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
一
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

望
の
丘
地
域
生
活
ホ
□
ム 

  

２  

所
在
地 

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
一
二
三
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
旭
川
荘 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
市
北
区
祇
園
八
六
六 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
二
〇
九
〇
〇
〇
三
二 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

共
同
生
活
援
助 

 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
二
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
□
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
□
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
□
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る
□ 

 
 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

番
号

 
 
 
 

図
 

 
書

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
者

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

発
 

行
 

所
 

 
 

 
 

 
対

 
 

 
象

 
 

 
１

 
 

 
に

ら
め

っ
こ

し
ま

し
ょ

 
あ

っ
ぷ

っ
ぷ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
山

口
 

て
つ

じ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

作
・

絵
 
 
 
 
 

 
国

土
社
 

 
 

 
幼

児
 

 
２

 
 

 
き

ょ
う

り
ゅ

う
く

ん
と

プ
チ

ト
マ

ト
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
な

か
ち

え
り

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
ら
い
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
 

 
 

 
  

〃
 

 

３
 

 
 

み
え

な
い

お
し

ご
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
と

く
な

が
 

け
い

 
 

 
 

 
 

 
作

・
絵

 
 

 
 
 
中

央
公

論
新

社
 

 
 

 
 
小

学
生

（
低

）
 

４
 

 
 

こ
ぐ

ま
の

も
ぐ

 
う

ち
ゅ

う
へ

い
く

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
縣

 
秀

彦
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
監

修
 

 
 

 
 

ナ
ツ

メ
社
 

 
 

 
  

〃
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
お

お
で

 
ゆ

か
こ

 
 

 
 

 
 

 
絵

 

５
 

 
 

ラ
ン

・
ガ

ー
ル

・
ラ

ン
！

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ア

ネ
ッ

ト
・

ベ
イ

・
ピ

メ
ン

テ
ル

 
作

 
 

 
 

 
 

偕
成

社
 

 
 

 
小

学
生

（
中

）
 

 
 

 
 

女
子

マ
ラ

ソ
ン

の
と

び
ら

を
あ

け
た

ボ
ビ

ー
・

ギ
ブ

 
 

 
 

 
 
 
ミ

ー
シ

ャ
・

ア
ー

チ
ャ

ー
 

 
 

 
絵

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
や

す
だ

 
ふ

ゆ
こ

 
 

 
 

 
 

 
訳

 

６
 
 
 
 
 

み
ん

な
の

居
場

所
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
白

矢
 

三
恵

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
作

 
 

 
 

 
 

文
研

出
版
 

 
 

 
  

〃
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
い

つ
か

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
絵

 

７
 

 
 

花
に

風
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
吉

野
 

万
理

子
 

 
 

 
 

 
 

 
作

 
 

 
 

 
 

理
論

社
 

 
 

 
 小

学
生

（
高

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
あ

わ
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
絵

 

 
８

 
 

 
あ

の
日

、
と

も
に

見
上

げ
た

空
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

黒
田

 
季

菜
子

 
 

 
 

 
 

 
 

作
 

 
 

 
 

 
Ｇ

ａ
ｋ

ｋ
ｅ

ｎ
 

 
 

 
  

〃
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
ト

ミ
イ

マ
サ

コ
 

 
 

 
 

 
 

 
絵

 

９
 

 
 

下
積

み
図

鑑
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
真

山
 

知
幸

 
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
 

 
 

笠
間

書
院
 

 
 

 
中

学
生

 

 
 

 
 

す
ご

い
人

は
無

名
の

と
き

何
を

し
て

い
た

の
か

？
 

 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
三
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
□
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
□
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
□
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

番
号

 
 

種
 

別
 

 
 

 
 

名
 

 
 

 
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発

行
者

等
 

 

 
１

 
 
 

雑
誌
 
 
 
 

 
月

間
Ｃ

Ｏ
Ｍ

Ｉ
Ｃ

夢
幻

転
生

 
 

 
 

 
 

 
 

 
テ

ィ
ー

ア
イ

ネ
ッ

ト
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
０

２
６

年
２

月
号

 

 
２

 
 
 
 

 
〃

 
 

 
 
 

コ
ミ

ッ
ク

Ｍ
ａ

ｔ
ｅ

Ｌ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
水

社
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
０

２
６

年
２

月
号

Ｖ
ｏ

ｌ
．

６
７

 

 
３

 
 
 

 
〃

 
 

 
 

 
実

話
ナ

ッ
ク

ル
ズ

ウ
ル

ト
ラ

ｖ
ｏ

ｌ
．

４
１

 
 
 
 
 
 
大

洋
図

書
 
 

４
 

 
 
 

〃
 

 
 

 
 
ｄ

ｒ
ａ

ｐ
［

ド
ラ

］
２

０
２

６
年

２
月

号
 

 
 
 
 

 
コ

ア
マ

ガ
ジ

ン
 

 
５

 
 

 
 

〃
 

 
 

 
臨

時
増

刊
ラ

ヴ
ァ

ー
ズ

Ｖ
Ｏ

Ｌ
．

４
７

 
 

 
 

 
大

洋
図

書
 

 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
四
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
□
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

新
見
市
豊
永
赤
馬
字
大
谷
一
一
四
の
一
七
□
一
二
二
の
一
八
か
ら
一
二
二
の
二
〇
ま
で
□
一
二
三

の
一
三
か
ら
一
二
三
の
一
五
ま
で 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵か

ん

養 

三 

解
除
の
理
由 

 
 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
五
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
□
第
百
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同

意
は
□
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

区
域 

牛
窓
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

二 

区
分 

 

主
と
し
て
機
船
船
び
き
網
漁
業
を
営
む
漁
業 

 
 

 
 

 
 

 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



□
四
四
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

和
気
郡
和
気
町
日
笠

上
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
三
級
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
か
ら

同
年
三
月
二
十
七
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



□
四
五
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
井
手
字
西
延
五
〇
一
番
七
□
五
〇
二
番
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
片
島
町
九
二
四
番
地
一 

ベ
ル
フ
□
ル
二
〇
一
号 

内
藤 

直
敬 

内
藤 

奈
保 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
七
二
号 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



□
四
六
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
浜
中
字
新
田
一
七
番
一
□
一
八
番
一
□
一
八
番
二
□
一
九
番
一
□
一
九
番

二
□
一
七
番
一
か
ら
一
九
番
二
地
先
ま
で
水
路
□
字
向
新
田
二
〇
番
一
□
二
三
番
一
□
二
四
番
一
□

二
四
番
四
□
二
五
番
一
□
二
九
番
二
□
三
〇
番
一
□
三
一
番
一
□
三
二
番
一
□
三
二
番
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
三
番
一
号 

オ
リ
□
ク
ス
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

深
谷 

敏
成 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
〇
号 

 

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号



□
四
七
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
□
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
浜
中
字
新
田
一
七
番
一
□
一
八
番
一
□
一
八
番
二
□
一
九
番
一
□
一
九
番

二
□
一
七
番
一
か
ら
一
九
番
二
地
先
ま
で
水
路
□
字
向
新
田
二
〇
番
一
□
二
三
番
一
□
二
四
番
一
□

二
四
番
四
□
二
五
番
一
□
二
九
番
二
□
三
〇
番
一
□
三
一
番
一
□
三
二
番
一
□
三
二
番
二 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

水
路
□
緑
地 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
□
開
発
登
録
簿
は
□
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
□
□ 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
三
番
一
号 

オ
リ
□
ク
ス
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

深
谷 

敏
成 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
〇
号 

  

令和８年２月３日　岡山県公報　第１２７７４号


